
頁 行数 訂正前 訂正後

94 見出し 売買契約締結時 媒介契約締結時

94 7～９

改正法では、既存建物の・・・が義務づけられ

ている。媒介契約書に・・・。

既存建物の・・・が義務づけられているが、改正法

では、媒介契約書に・・・。

188 16

①主位的に民法１３０条に基づく報酬請求、

②予備的に

①売買が成立したとして、②主位的に民法１３０条

に基づく報酬請求、③予備的に

191 9 売買契約が成立したことは認めらないから 売買契約が成立したことは認められないから

204 15 Ｙからの損害賠償請求 Ｙに対する損害賠償請求

204 20 売却予定者の信義則上の義務違反を 買受予定者の信義則上の義務違反を

205 23 建築プランが定め、 建築プランが定まり、

248 3 Ⅹの請求を棄却した。 売主の請求を棄却した。

251 11 Ⅹは手付金を交付した Ｙは手付金を交付した

254 19

一，二度借家人に立ち退かせる何らの努力も

することなく

一，二度借家人に立退きを要求しただけで、その

後は借家人を立ち退かせる何らの努力もすること

なく

278 12 で延長し、Ｙは複数の金融機関に で延長し、Ⅹは複数の金融機関に

288

28～

29

報酬請求が認容された東京地判平1６・７・30

本書287頁

報酬返還請求が認容された大阪地判平９・６・30

本書289頁

289 12 その旨をＹらにも伝えた。 その旨をＸらにも伝えた。

289 14 固定金利ではＸの年収により 固定金利ではＹの年収により

293 4 金融機関を融資交渉に当たっている 金融機関との融資交渉に当たっている

296 19 ③売主が買主に対し ④売主が買主に対し

337 25 差額をもって損害としたを認定した 差額をもって損害とする認定した

394

23～

24

必要であること、仲介手数料、登記費用等の

諸費用概算書を交付した。甲は、同日、Ｙに

対し、Ｙの代理人として

必要であることを説明し、仲介手数料、登記費用

等の諸費用概算書を交付した。甲は、同日、Ｙの

代理人として

418 13 建ぺい率が400％、 建ぺい率が40％、

431 14 売買契約２の代金の5割の２．５％ 売買契約２の代金の２．５％

489 15

ＹとＡとの間に仲介手数料を支払うべき旨の

約定 ⅩとＡとの間に仲介手数料を支払うべき旨の約定

489 16

Ａが別の個人の利益を加えた段階で売買を

斡旋、仲介すべきことをＹにおいて

Ａが別に個人の利益を加えた段階で売買を斡

旋、仲介すべきことをⅩにおいて

489 18 委任者たるＹに対し、 委任者たるⅩに対し、

489 20

履行しなかったならば、Ｙは、多額の金員を

出捐することを要しなかったはずであり、した

がって、Ｙは、Ａの前記債務不履行により損

害を被り、Ａは損害賠償義務があるとし、Ｙの

相殺の主張を認めた。

履行したならば、Ｘは、多額の金員を出捐すること

を要しなかったはずであり、したがって、Ｘは、Ａの

前記債務不履行により損害を被り、Ａは損害賠償

義務がある」とし、Ｘの相殺の主張を認めた。

491 14 側近一括払いで、 即金一括払いで、

本書につきまして、下記の誤りがありました。謹んでお詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。

「不動産売買の紛争類型と事案分析の手法」正誤表


